
がんばっても報われない制度です

職場から意見・要求の声をあげよう

　役職に応じた等級体系が導入さ
れ、高い役職ほど厚遇されるシス
テムですが、各役職定数には限界
があります。どんなに頑張っても
定数枠や不明瞭な評価制度の適用
によって「報われない人」も予測
されます。役職で恩恵を受けるに
は、若い年齢で昇任・昇格するこ
とが絶対条件となります。

　俸給表カーブの見直しが提案されています。
これによって若い年齢層（２０～４０代前半）
は恩恵を受けますが、それ以外の年齢層や高号
俸者、低い役職の人は大きな影響を受けます。
さらに、高い役職であっても高年齢者（５０歳
位）になると、基礎昇給幅が今より圧縮されま
す。お金のかかる時期に、高齢者切り捨て賃金
体系で年功序列見直しとなっています。

　基本給がダウンする社員については、「現給保障ですくわれる」と
会社はいいます。しかし、基礎昇給が２．８号俸相当（平均３４４０
円）となるため、例えば２万円の現給保障を受ける人の場合、査定昇
給が「Ｃ」である場合には、その回復には６年から７年を要します。
　高年齢者ほど１号俸幅は狭まりますので回復に１０年かかる人も予
測されます。５５歳基礎昇給ストップ前に、事実上４５歳昇給ストッ
プで、現給保障はまやかしです。

　あらたな人事制度で高い評価を受けるには条件
があります。①年齢が若い（４３歳くらいまで）
②誰よりも早く昇任・昇格する③健康で働き続け
る④評価制度が公平・公正、透明性、納得性をも
って運用される、ことが前提です。これをクリア
しても相対選考のハードルもあります。あなたは
たたかい続けられますか？

　ＪＰ労組の要請で提案されてきた人事制度ですが、まだ具体的導入が決まったわけではありません。成果を
求める賃金体系であるだけに、隣の労働者と毎日が競争となります。これが定年まで続くことになります。制
度の撤回、見直しを求めて声を上げることが今必要です。評価制度の抜本的改善や基本給のあり方、昇任・昇
格基準の明確化、評価適用（昇給幅やボーナス査定幅）のあり方など、差別・競争のない定年まで安心して働
ける職場こそが必要です。
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基本給・諸手当
ボーナス・退職金

　現行の基本給は「役割基本給」と「役割成果給」に二分され、最
も基本的な「役割基本給」は７割水準となります。これにより基礎
昇給も４号俸（平均４９００円）から２．８号俸（３４３０円）に
なります。カットされた３割（１．２号俸相当）は成果給の原資と
なり今より３倍拡大されます。
　「基準額」は５５０００円～１３００００円の枠内で級（役職）
毎に異なり、査定昇級の「Ａ」「Ｂ」の評価を受けない限り、基本
給全体は上がりません。

　給与等級は基本的に１級から４級で、各役職にリンクし
級〈役職〉ごとの労働者間で競争が行なわれます。さらに
現行制度は「絶対評価」ですが、提案内容は「相対選考」
が加わります。これにより基礎昇給もボーナスも確実にマ
イナス評価を受ける人が１５％前後生まれます。毎年の評
価の反映で、毎日が競争の仕組みとなっています。退職金
にも査定が導入され減少となる人も出てきます。

査定部分が３倍に拡大

下がります 上がりません
　人事制度が改悪されようとしています。民間企業で破綻し
ている「成果主義賃金」を郵政職場に導入しようというもの
です。現行の基本給部分を大幅に改悪し、査定部分を拡大す
る提案です。これにより、毎月の給与・ボーナス・退職金な
ど確実に減る人が増えます。毎年高い評価を受けない限り、
基礎昇給も上がり幅が少なくなります。

確実に生まれるマイナス層
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